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平成２８年４月２５日 

各      位 
会 社 名      ア マ ノ 株 式 会 社 

代表者名   代表取締役社長 中 島   泉 

（コード番号 ６４３６ 東証第一部） 

問合せ先   執行役員                  

経営企画本部長 井 原 邦 弘 

（TEL．０４５－４３９－１５９１） 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 
 

 

 当社は、平成 28 年 4 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の当社

第 100 回定時株主総会に「定款一部変更の件」の議案を付議することを決議いたしましたので、

下記のとおりお知らせいたします。 

 

 
記 

 
 
１．変更の理由 
（1）インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上及び公告手続合理化のため、当社

の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告をすることができ

ない場合の措置を定めるものであります。 
（2）インターネットの普及を考慮し、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等を

インターネットで開示することにより、みなし提供できるよう変更案第 14 条（株主総会参

考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。 
（3）「会社法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 90 号）の施行に伴い、会社法条文の項

数に変更があったため、変更案第 35 条第 3 項に所要の変更を行うものであります。 
(4) 取締役及び執行役員などの幅広い人材から当社において最適な経営体制の機動的な構築

を可能とするために現行定款第 21 条 2 項の変更を行うものであります。 
また、上記（2）の条文の新設に伴い、条数の繰り下げを行うものであります。 
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２．変更の内容 
変更の内容は以下のとおりであります。 

（下線は変更部分を示しております。） 

現行定款 変更案 
（公告方法） 
第４条 当会社の公告は日本経済新聞に掲載

する。 

（公告方法） 
第４条 当会社の公告方法は、電子公告とする。

ただし、事故その他やむを得ない事由

によって電子公告による公告をするこ

とができない場合は、日本経済新聞に

掲載する。 
 

 
＜中略＞ 

 

 
＜中略＞ 

（新設） （株主総会参考書類等のインターネット開示と

みなし提供） 
第１４条 当会社は、株主総会の招集に際し、

株主総会参考書類、事業報告、計

算書類及び連結計算書類に記載ま

たは表示すべき事項に係る情報

を、法務省令に定めるところに従

いインターネットを利用する方法

で開示することにより、株主に対

して提供したものとみなすことが

できる。 
 

 
第１４条～第２０条 （条文省略） 
 

 
第１５条～第２１条 （現行どおり） 

（代表取締役および役付取締役） 
第２１条 当会社は、取締役会の決議によっ

て代表取締役を選定する。 

（代表取締役および役付取締役） 
第２２条（現行どおり） 

２．取締役会は、その決議によって、

取締役社長１名を選定し、また必

要に応じ、取締役会長１名および

取締役副社長、専務取締役、常務

取締役各若干名を選定することが

できる。 

２．取締役会は、その決議によって、

取締役又は執行役員から社長１名

を選定し、また必要に応じ、取締

役会長１名および取締役副社長、

専務取締役、常務取締役各若干名

を選定することができる。 
 
第２２条～第３３条 （条文省略） 
 

 
第２３条～第３４条 （現行どおり） 

（監査役の任期） 
第３４条 監査役の任期は、選任後４年以内

に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会終結の

時までとする。 

（監査役の任期） 
第３５条 （現行どおり） 
 
 
 

２．補欠として選任された監査役の任

期は、退任した監査役の任期の満

了する時までとする。 

２．（現行どおり） 
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現行定款 変更案 
３．会社法第３２９条第２項に基づき

選任された補欠監査役の選任決議

が効力を有する期間は、選任後４

年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会

開始の時までとする。 

３．会社法第３２９条第３項に基づき

選任された補欠監査役の選任決議

が効力を有する期間は、選任後４

年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会

開始の時までとする。 
４．前項の補欠監査役が監査役に就任

した場合の任期は、退任した監査

役の任期の満了する時までとす

る。 
 

４．（現行どおり） 
 

第３５条～第５０条 （条文省略） 
 

第３６条～第５１条 （現行どおり） 

 
３．日程 

取締役会決議   平成 28 年 4 月 25 日 
定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 6 月 29 日 
定款変更の効力発生日  平成 28 年 6 月 29 日 

 
 

以  上 


